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第３期中期目標期間（見込み）の業務実績評価結果について 

 

評価結果の概要 

【１．全体評定】 

自己評価：Ａ（全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると

認められる。） 

評価結果：Ｂ（中期計画における所期の目標を達成している。） 

 

 

【２．項目別評価】 

事項名 自己評価 評価結果 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１．救済制度の情報提供、相談体制の充実 Ｂ Ｂ 

２．業務の迅速な処理及び体制整備（救済） Ａ Ｂ 

３．部門間の連携及び保健福祉事業の実施 Ｂ Ｂ 

４．スモン患者及び血液製剤によるＨＩＶ感染者等に対する受託支払

業務等の実施 

Ｂ Ｂ 

５．業務の迅速な処理及び体制整備（医薬品） Ｓ Ｓ 

６．業務の迅速な処理及び体制整備（医療機器、再生医療等製品） Ａ Ａ 

７．世界に先駆けた革新的医薬品・医療機器・再生医療等製品の実用

化促進のための支援 

Ｂ Ｂ 

８．副作用・不具合情報収集の強化並びに整理及び評価分析の体系化 Ａ Ａ 

９．企業・医療関係者への安全性情報の提供とフォローアップ、患者・

一般消費者への安全性情報の提供 

Ｂ Ｂ 

10．国際化等の推進 Ａ Ａ 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

11．目標管理による業務運営・トップマネジメント、審査機関の設置

による透明性の確保、相談体制の整備、業務内容の公表等 

Ｂ Ｂ 

12．各種経費節減 Ａ Ｂ 

13．拠出金の徴収及び管理 Ｂ Ｂ 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

14．予算、収支計画及び資金計画 Ｂ Ｂ 

Ⅳ その他の事項 

15．人事に関する事項及びセキュリティの確保 Ｂ Ｂ 

※評価区分 

Ｓ：目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。 

（対中期計画値の 120％以上で、かつ質的に顕著な成果） 

Ａ：目標を上回る成果が得られていると認められる。（対中期計画値の 120％以上） 

Ｂ：目標を達成していると認められる。（対中期計画値の 100%以上 120%未満） 

Ｃ：目標を下回っており、改善を要する。（対中期計画値の 80%以上 100%未満） 

Ｄ：目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 

（対中期計画値の 80%未満）  
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【３．法人全体に対する評価】 

全体としておおむね中期目標における所期の目標を達成していると認められている。 

特に、新医薬品の審査業務について、総審査期間を維持したまま、目標達成率を従来の

50％（中央値）から、平成 30年度までに段階的に 80％タイル値に引き上がる厳しい設定

となっている中、計画を上回る高い実績を上げている。 

特に、新医薬品の中でも新有効成分品目については、世界最速に匹敵するレベルを維持

し、引き続き高いパフォーマンスを発揮しており、重要かつ難易度の高い課題に適切に対

応し成果を上げていると認められる。 

 

【４．項目別評価における主要な課題、改善事項など】 

特になし 

 

【５．その他事項】 

 特になし 


